
別紙２

下記の順位で評価する。

①：鹿児島市に事務所又は営業所等がある。

②：鹿児島市に事務所又は営業所等がない。

下記の順位で評価する。

①：同種業務の完了実績が２件以上

②：同種業務の完了実績が１件以上、類似業務(ｲ) 又は
　　類似業務(ｳ) の完了実績が１件以上

③：同種業務の完了実績が１件以上

④：類似業務(ｲ)又は類似業務(ｳ)の完了実績が１件以上

なお、上記①～④に該当しない場合は資格要件を満たさな
い。

下記の順位で評価する。

①：技術士（総合技術監理部門の建設―都市及び地方計画）

②：技術士（建設部門の都市及び地方計画）

③：RCCM資格（都市計画及び地方計画又は造園）

上記に加え、以下については、加点要素とする。

④：樹木医

なお、上記①～③に該当しない場合は資格要件を満たさな
い。

下記の順位で評価する。

①：同種業務の完了実績が２件以上

②：同種業務の完了実績が１件以上、類似業務ａ又は
類似業務ｂの完了実績が１件以上

③：同種業務の完了実績が１件以上

④：類似業務ａ又は類似業務ｂの完了実績が１件以上

なお、上記①～④に該当しない場合は資格要件を満たさな
い。

下記の順位で評価する。

①：1件500万円以上の手持ち業務の件数が3件未満。

②：1件500万円以上の手持ち業務の件数が3件以上5件未満。

なお、上記に該当しない場合は評点しない。
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専
任
性

専任性

平成25年度以降の同種業務又は類似業
務の実績
(ｱ) 同種：
桜並木の整備（再整備含む。）を含めた基
本計画の策定に関する業務

(ｲ) 類似a：
公園緑地の整備（再整備含む。）に係る樹
木の植栽配置の検討を含めた基本計画策
定業務

(ｲ) 類似b：
水辺空間や河川敷等の整備（再整備含
む。）に係る景観・修景に関する検討を含
む基本計画策定業務

手持ち業務の件数
  （特定後未契約のものも含む）

成果の確実性

平成25年度以降の同種業務又は類似業
務の実績

(ｱ) 同種：
桜並木の整備（再整備含む。）を含めた基
本計画の策定業務

(ｲ) 類似：
公園緑地の整備（再整備含む。）に係る樹
木の植栽配置の検討を含めた基本計画の
策定業務

(ｳ) 類似：
水辺空間や河川敷等の整備（再整備含
む。）に係る景観・修景に関する検討を含
む基本計画の策定業務
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企画提案書等の提出者を選定するための基準（一次審査）

評価点
評価
項目 判断基準

評価の着目点

下記の順位で評価する。

①：技術士（総合技術監理部門の建設―都市及び地方計画）

②：技術士（建設部門の都市及び地方計画）

③：RCCM資格（都市計画及び地方計画又は造園）

上記に加え、以下については、加点要素とする。

④：樹木医

なお、上記①～③に該当しない場合は資格要件を満たさな
い。

下記の順位で評価する。

①：同種業務の完了実績が２件以上

②：同種業務の完了実績が１件以上、類似業務ａ又は
類似業務ｂの完了実績が１件以上

③：同種業務の完了実績が１件以上

④：類似業務ａ又は類似業務ｂの完了実績が１件以上

なお、上記①～④に該当しない場合は資格要件を満たさな
い。

下記の順位で評価する。

①：1件500万円以上の手持ち業務の件数が3件未満。

②：1件500万円以上の手持ち業務の件数が3件以上5件未満。

なお、上記に該当しない場合は評点しない。

下記の順位で評価する。

①：配置予定技術者以外で、樹木医をスタッフ（担当者）とし
て配置する。

②：配置予定技術者以外で、樹木医をスタッフ（担当者）とし
て配置しない。

1業務執行
技術力

配置予定技術者以外の資格

配置予定技術
者以外の能力
【1点】

予定担当技術
者の経験及び
能力等
【13点】

専
任
性

手持ち業務の件数
  （特定後未契約のものも含む）

資
格
要
件

2専任性

専
門
技
術
力

専
門
技
術
力

業務執行
技術力

平成25年度以降の同種業務又は類似業
務の実績
(ｱ) 同種：
桜並木の整備（再整備含む。）を含めた基
本計画の策定に関する業務

(ｲ) 類似a：
公園緑地の整備（再整備含む。）に係る樹
木の植栽配置の検討を含めた基本計画策
定業務

(ｲ) 類似b：
水辺空間や河川敷等の整備（再整備含
む。）に係る景観・修景に関する検討を含
む基本計画策定業務
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